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研究成果の概要（和文）：　従来必ずしも本格的な研究対象とはされてこなかった、19世紀から20世紀初頭にかけての
ドイツ自由主義の系譜を跡づけ、英仏の議会主義との対比でドイツ自由主義を否定的に評価する従来の支配的な研究視
角を修正し、ドイツ自由主義の政治構想を新たな政治モデルの一つとして評価できることを示した。
　具体的には、フーゴー・プロイスの「主権なき国家論」を、オットー・ギールケの仲間団体的国家論の完成型と位置
づけられることを示した。

研究成果の概要（英文）：This research aims to investigate the development of the German liberalism from th
e second half of the 19th century to the beginning of the 20th century. It proves that man can interpret t
he political theory of Hugo Preuss as a excellent refinement of that of Otto Gierke. This suggests a revis
ion of the conventional negative estimate of the German liberalism in the 19th century.
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１．研究開始当初の背景 
 
これまでのドイツ政治思想史研究におい

ては、19 世紀ドイツの穏健な自由主義国家論
の系譜を跡づけるという取り組みはほとん
どなされてこなかった。従来の支配的な研究
視角、すなわち「三月革命前後に花開いた
数々の自由主義思想が『革命の失敗』とビス
マルクによる『上からの統一』の前に撤退を
余儀なくされ、その後、第二帝政の崩壊を待
ってワイマール期に不十分な形で再び盛り
上がるものの、最終的にナチス第三帝国とい
う破滅へ至る」という枠組みのもとでは、19
世紀ドイツの穏健な自由主義国家論の系譜
は魅力的な研究対象とはならなかったので
ある。 
 このような枠組みをめぐり、政治史の分野
では当時の実情に即した政治過程の解明が
なされ、脱イデオロギー化が進展している(G.
イリー、D.ブラックボーン、T.ニッパーダイ、
飯田芳弘)が、この点で政治思想史の分野はや
や立ち遅れている。それに対して、当時の政
治体制を支えた同時代人による政治秩序構
想をそれ自体として理解するという取り組
みにおいて一歩先んじているのは、ドイツ公
法史の分野である。ここでの研究対象は、長
らく P.ラーバントや G.イェリネックといっ
た当時の支配説が中心であったが、近年では
ギールケやプロイスの国家論をも対象とし
た 優 れ た 研 究 が 出 さ れ て い る
(C.Schönberger, Das Parlament im 
Anstaltsstaat: Zur Theorie 
parlamentarischer Repräsentation in der 
Staatsrechtslehre des Kaiserreichs 
(1871-1918), Frankfurt a. M. 1997)。シェー
ンベルガーの研究は、北ドイツ連邦からワイ
マール共和国にかけての代表的な国家学
者・国法学者の政治秩序構想を丹念に跡づけ
た注目すべき研究であるが、「ワイマール共
和国の破滅は、三月前期以来、議会制を歪ん
だ形でしか理解できなかったドイツ自由主
義において運命づけられていた」として、ギ
ールケやプロイスを含めた三月前期以来の
ドイツ自由主義国家論の伝統を総体として
切り捨ててしまう点で従来の研究視角の枠
内にとどまっている。しかし、シェーンベル
ガーがモデルとする英仏の議会主義モデル
自体が完全無欠の政治秩序構想であったわ
けではなく、また、三月前期以来のドイツ自
由主義国家論は、ひとまとめにして一刀両断
してしまうにはあまりにも豊富なバリエー
ションを持っていたはずであり、シェーンベ
ルガーの解釈は少なくとも一面的である。 
 
２．研究の目的 
 

本研究は、これら従来の研究成果を踏まえ
て、ゲオルグ・ベーゼラー(1809-1888)、オッ
トー・ギールケ(1841-1921)、フーゴ・プロイ
ス(1860-1925)の自由主義国家論を跡づけ、ギ
ールケ国家論の起源とその展開過程を 19 世
紀ドイツ自由主義国家論の系譜の中に位置
づけることを目指した。すなわち、ギールケ
国家論を成り立たせた条件とそれを失わせ
た条件を探る作業を通じて、三月前期からワ
イマール期にかけてのドイツ自由主義を歴
史的に再評価するとともに、この成果をもと
に、英仏の議会主義との対比でドイツ自由主
義を否定的に評価する従来の支配的な研究
視角を修正し、ドイツ自由主義の政治構想を
新たな政治モデルの一つととらえて、主権的
国民国家システムの問い直しを迫られてい
る現代の国家論に対する含意を究明しよう
と考えた。 
 
３．研究の方法 
 
 本研究では、ドイツ国家学がドイツ国法学
から派生したという事情を考慮し、政治思想
史研究と法学研究の手法を併用することと
した。というのも、彼らの国家論の帰結とし
ての具体的な制度論は、法学の術語で展開さ
れるため、制度論の分析においては法学的な
アプローチが不可欠だからである。 
 
(1) 平成 22 年度 
 
比較的研究の蓄積がある三月革命期とワ

イマール期を中心に、ドイツにおける自由主
義国家論に関する主要な文献を収集し、現在
までの研究成果を整理した。 
その上で、ギールケとプロイスの連邦国家

論を、パウル・ラーバント（1838-1918）を
はじめとする同時代の支配学説との対比に
おいて分析するとともに、プロイスの積極的
な政治構想を究明した。 
 
(2) 平成 23 年度 
 
 プロイスの重層的な政治秩序構想を、その
師であるギールケの国家論との対比におい
て究明する作業に注力するとともに、ギール
ケの国家論とその論敵であったラーバント
の国家論について、両者の対立点とその論争
過程を改めて整理した。 
 また、年度後半からは、フランクフルトの
マックス･プランク研究所に本拠を置いて在
外研究を行い、ミヒャエル･シュトライス教
授をはじめとする研究所メンバーと積極的
な意見交換を行うとともに、ベーゼラーやギ
ールケ、プロイスを中心に書簡資料や政府文
書の継続的な史料収集活動に従事した。 
 
(3) 平成 24年度 
 
 年度前半は、引き続きマックス・プランク



研究所に本拠を置き、史料収集活動を継続す
るとともに、収集した史料の分析に集中した。
その結果、政治共同体としてのゲマインデお
よび国家、帝国とそれ以外の団体との区別、
およびゲマインデと国家の概念的区別をめ
ぐるプロイスの主張をより精密に分析する
必要を痛感するようになった。そこで、当初
予定していたベーゼラーについては、ドイツ
本国における研究状況の整理にとどめ、プロ
イス国家論の分析に主力を注ぐこととした。 
 以上の分析と併せて、プロイスによるワイ
マール憲法の直接公選大統領制構想を、彼の
政治構想の中に位置づけて解明する作業に
も従事し、プロイス国家論の実践上の有効性
についても検討を深めた。 
 
(4) 平成 25年度 
 
 前年度までの研究の中で積み残しになっ
ていた課題、すなわちプロイスの直接公選大
統領制の思想的前提の 1つである、彼の国際
秩序観の妥当性を検証するため、プロイスに
よる国家の概念規定を究明した。 
 その上で、プロイセンの優位を事実上承認
していたギールケの連邦国家構想と、プロイ
セン分割を目指すプロイスの連邦国家構想
の共通点と相違点を明確に示し、両者の国家
論を同時代における内発的な政治秩序構想
の試みとして比較・分析する作業に注力した。
その際、可能な限り両者とベーゼラーとの関
連にも注意を払い、ギールケ国家論を成り立
たせた条件とそれを失わせた条件を探ると
ともに、「主権」を国家のメルクマールとし
て自明視すべきではないことを説く三者の
国家論に内在する強みと脆弱性を吟味し、主
権的国民国家に代わる新たな政治共同体を
構想するための視座を構築することを目指
した。 
 
４．研究成果 
 
(1)プロイス国家論の再評価 
 
 ギールケが国家の概念規定に主権概念を
導入したため、ベーゼラーから引き継いだ水
平的な仲間団体論（ゲノッセンシャフト理
論）の貫徹が阻まれる結果となったのに対し
て、プロイスは「領域高権」という概念を利
用して国家と自治体の原理的区別に成功し、
論理的にほぼ完璧に近い形でゲノッセンシ
ャフト論を貫徹することに成功したと言い
得ることを究明した。すなわち、プロイスの
国家論がギールケの有機体的国家論の影響
により混乱に陥ったとするカール・シュミッ
トの評価は失当であり、むしろプロイスの国
家論は、第二帝政期ドイツ自由主義の中核で
あったギールケ国家論の完成型として位置
づけ可能であることを示した。 
 以上の研究成果は、「社会思想史学会第 38
回大会」や「慶應義塾大学大学院講演会」等

において報告するとともに、雑誌論文 2編の
公刊という形で取り纏めた。なお、このうち
の雑誌論文１編は、「2013 年度政治思想学会
研究奨励賞」を受賞した。 
 
(2)ワイマール憲法の直接公選大統領制構想 
 
 プロイスがワイマール憲法に導入した直
接公選大統領制は、上記の理論的成果に基づ
くものであり、第二帝政末期に彼が呈示した、
帝国議会と融和的な「帝国機関としての皇
帝」の代用と位置づけられることを論証した。 
 以上の研究成果は、「政治思想学会第 18
回大会」等において報告するとともに、雑誌
論文の公刊という形で取り纏めた。 
 
(3)「主権なき国家論」への視座 
 
 主権を国家のメルクマールとして自明視
すべきではないことを説く三者の国家論、と
りわけ最も完成度が高く、かつ最も主権概念
に敵対的なプロイスの政治秩序構想の実践
上の妥当性を検討するため、プロイスがワイ
マール憲法の制定過程において果たした役
割について、直接公選大統領制構想を中心に
分析した。その結果、この構想は 1917 年の
ビスマルク憲法改正案にその淵源を求める
ことができ、プロイセン解体等の他の構想が
大きな変更を余儀なくされる中、この構想は
ほぼ原案どおり維持されたことを解明した。
しかし同時に、プロイスの直接公選大統領制
構想は、行政府と立法府の不均衡という問題
を遂に解決できなかったことも確認した。 
 以上の研究成果は、2013 年 12 月の北海道
大学ドイツ史研究会で報告するとともに、共
著図書に掲載予定の論文として取り纏めた
（現状では、書名および刊行年は未定）。 
 ただし、プロイスの「主権なき国家論」の
射程とそれが現代の国家論に対して持つ含
意をより深く究明するためには、ワイマール
憲法のその他の制度構想を含めた包括的な
分析等、主権概念を放棄したプロイスの政治
秩序構想の妥当性を、当時の歴史的文脈の中
で冷静に跡づけ、彼が直面した問題とそれに
対する具体的な対応を丁寧に吟味する作業
が不可欠となる。この点の究明を今後の課題
としたい。 
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